
FuelEU Maritimeが船舶売買契約にもたらす影響

2025年1月1日以降にEU/EEA域内での航行歴がある船舶を購入する場合、予想外の費用が伴う可能性がありま
す。FuelEU Maritime規則に基づき、買主は購入した船舶と一緒に罰金も背負うことになりかねません。
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本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情

報に依拠することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。本記事の内容は専門的助言を構成するものではなく、当

該情報への依拠は全て利用者の責任において行われるものとします。Gard ASならびにその関連会社（ガードジャパン株式会社を含む）、代理人および従業員

は、提供された情報への依拠により生じるいかなる種類の損失、費用または損害についても、それがGard AS、その株主、コレスポンデントまたはその他の寄

稿者のいずれを情報源とするかを問わず、一切の責任を負わないものとします。

また、本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻

訳されております。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完

全な翻訳であることを証するものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻

訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡ください。



現状、FuelEU Maritime（以下、「FuelEU」）については、船舶の燃料に関する要件や、温
室効果ガス（GHG）強度の引き下げ方法が話題の中心になりがちです。

しかし、FuelEUの罰金制度を考えると、2025年1月1日以降にEU/EEA域内での航行歴がある
船舶の売買契約にも影響をもたらすでしょう。

注意すべき問題

FuelEUでは、船舶が売却されても罰金が全Āā払われるようにするたĂに、ăĄăą年Ć月Ć日
以降に船舶ćĈ者がĉĊされた場合に関して、ċのようにČĂています。

č 売主（正確には、当該船舶のĎ合証ď（ĐOđ）の保Ĉ者）は、その年の1月1日から本船の
Ē航に関する責任を負っていたēĔ日までの当該船舶のGHG強度をĕĖしなėれĘならな
い。
č かかる情報は、当該責任のęĚ完ěĜ30日以内にĝ証され、FuelEUデーĞğースにĕĖさ
れなėれĘならない。
č ĠġĞĢンģĤランをĥĦなくħ正し、ĐOđćĈ者が買主にĉĊされたĨをĩĪさせなė
れĘならない。
č 買主（正確には、当該船舶のīたなĐOđćĈ者）は、売買が行われた年の1Ĭ12月までの
当該船舶のGHG強度を引きĭĮ、ēĔ的な責任を負う。本船のĒ航に関する責任が売主の下
にあったįİにGHG強度の上ıをĲĳして生じた罰金のā払いについても、買主が責任を負
う。

ĴĵĶで考えてみましょう。ある船舶がEU/EEA域内でGHG強度の上ıをĲえる燃料をķ費
したĸ果、罰金が生じ、そのĜ2025年Ĺ月30日に売却されたとします。この場合、売主は
2025年ĺ月30日までにķ費燃料のGHG強度をĕĖし、買主はĠġĞĢンģĤランをħ正しな
ėれĘなりません。買主が202Ĺ年1月31日までに2025年のēĔ報Ļを提ļしたĽ、売主の罰
金に対する責任は買主が負うことになります（あくまで、2025年ĺ月1日Ĭ12月31日のįİ
中、買主が罰金をľĿするたĂにGHG強度をŀŁする対łをŃじなかった場合の話です）。

買主へのアドバイス



中ń船を購入し、引きŅしがFuelEUのņ入Ĝに行われる場合は、以下の点を確Ňするよう
にしてください。

č 2025年1月1日以降にEU/EEAňŉŊへの航行歴があるか。
č ある場合は、

č ŋ用燃料のŌōGHG強度はどのŎ度か。

č ŏĽの燃料ŋ用ŐはどのŎ度か。

č FuelEU規則にĎ合するたĂに「őŒーインģ」が行われているか。őŒーインģとは、
œ年にŔŕをňえてā払うという約Ŗのもとで罰金のā払いをŗりŘすことです。

č ćĈ者がĉĊされるřのįİのGHG強度ŏŚに関する報Ļを売主がĉĊから30日以内に
提ļできるか。

č 基本合意ď（MOA）のśĸ日から引きŅし日までのİに、当該船舶がEU/EEA域内を航行す
る予Čがあるか。
č 売却のř年に当該船舶でFuelEUの罰金が発生していないか。発生している場合、そのœ年
も罰金が発生すると、2年目のā払Āは1Ŕŕしとなります。

以上の質問へのľŜ内容によっては、売買契約にŝ件をňえるか、購入ĀのŞşをĝŠ（年
šに罰金をā払わなėれĘならなくなることをŢまえてその分をŁĀするなど）したţうが
よいでしょう。

売買後も規則に確実に適合するためには

ĐOđのīたな保Ĉ者となる買主は、売買がŏŤされた年のĆĬĆă月までに発生した罰金につ
いて責任を負うことになっています。しかしながら、売主が売却完ěĜのGHG強度報ĻťŦ
を果たさなかった場合にどうなるかはまだ不ŧ明です。（FuelEU規則がş合性の確保をŨっ
ている）2015年のMũŪ規則においては、買主が報ĻťŦを負うのは当該船舶がūŬのŭ理下
にあるįİのみにıられていますが、FuelEU規則ではそのような規Čはありません。そのた
Ă、この点に関する対Ů方法をůりŰĂたĴĵ的な規ČをēĔ契約ďにűりŲむことをおų
Ăします。



FuelEU規則へのĎ合を売主が保証するのもĆつの方法でしょう。売主Ŵ買主のŵ方からŶ
て、売却から引きŅしまでのİに当該船舶がそれ以上EU/EEA域内を航行しないことが確ŏ
であれĘ、売主の報Ļďを事řにŷŸしておくという対Ůも考えられます。

買主を確実に保護するためには

FuelEUの発効Ĝは、買主は購入船舶にEU/EEAňŉŊ域内でのĒ航歴があるか確ŇがŹ要に
なります。ćĈźが買主にęĚする以řに当該Ż域でのĒ航歴がなėれĘ、さţど心żはい
りません。ただし、購入船舶の以řのŽžをよりſしくŞべる、あるいは、GHG強度上ıƀ
のĲĳにより生じたƁ払罰金の負Ƃが生じないように売買契約ďにĎ切なŝƃをűりŲむ、
といったことがŹ要になるでしょう。ĶえĘ、202Ĺ年以降に購入する場合は、ř年までにő
Œーインģ歴がないĨの保証をůりƄėることをおųĂします。

売主が売却完ě時点でFuelEUのすべての規ČにĎ合していること、および、売却船舶のř年
までのGHG強度に関するēī情報と、őŒーインģ歴がある場合はそのſ細を提供すること
をČĂたĴĵ的なŝƃを、売買契約ďにűりŲむのも1つの方法として考えられます。

ƅくの売買契約ďには、引きŅしřに当該船舶になされたƆƇについては売主がすべて買主
にƈƉするとしたŝƃがűりŲまれています（SHƊƋSAƌE22ƍ10ŝなど）。ただ、それでも
買主を完全に保Ǝできるわėではありません。ĶえĘ、GHGƏļŐがƐに基ŷをĲĳƑƒの
船舶を年のƓ中に購入した場合、買主がƔƕでもƏļŐのƖない燃料を年šまでŋ用して上
ı内にƗえれĘ、売主にはƈƉŝƃでČĂた罰則は生じません。しかし、買主はƔƕな燃料
をŋ用したたĂにƘƙ的損失をƚってしまうのです。

また、罰金は年šになってはじĂてƛƜƝするたĂ、引きŅしの時点でGHGƏļŐがĲĳし
ていても、Ģーƞン、費用、ƟŦなどの（当該ŝƃの意ƒするとこƠにおėる）負Ɵには当
たらない、との主ơがなされる可能性もあります。そのたĂ、買主はFuelEUへのĎ合に関す
るŝƃを明文で規Čしたţうがよいでしょう。

売買対象の船舶にFuelEUの排出枠の余剰分がある場合の対応



GHG強度がFuelEUでČĂる上ıƀ以内にƢまった場合は、ƣƤ分をƥƦにŸえてƧƨ（バ
ンƩンģ）したり、GHG強度のƔい他の船舶にƪƫ（ĤーĢンģ）したりすることができま
す。ƣƤ分は、GHG強度が上ıをĲĳした場合のƬƭにŋ用でき、ƅĀの罰金のā払いをľ
ĿできるたĂ、金Ʈ的なƕƀがあるといえます。そのたĂ、ƣƤ分がある船舶の売主は、そ
の分のƕƀを購入ƕƯに上ưせしてくるものとƱわれます。

買主としても購入時にƣƤ分がƄいてくれĘ、他船へのƪƫ、ū船のƏļƲとのƬƭ、ƳĜ
にŸえてのƧƨが可能となり、GHGƏļŐがƅいƴƕな燃料をŋっても罰金が生じることが
ないたĂ、上ưせ分をā払うこともやƵさかではないでしょう。ただ、こうしたƣƤ分はƕ
ƀはƶƷにƔいかもしれませんが、そのƕƀを正確にƸすのはƹしいでしょう。ĶえĘ、そ
のƣƤ分すべてを問題なくĤーĢンģにƺてられる保証はなく、ĤーĢンģのĽにů引費用
が発生する可能性も考えられるからです。

買主にƣƤ分の金Āをā払うƣƻがない場合は、売主がƣƤ分のź利を引きƼき保ƽすると
いう方法もあります。その場合、売主はƣƤ分のŋいƾについてのƂ保をƇĂることもでき
ます。売主は、ƣƤ分のĤーƿǀをǁƸするź利を引きƼき保ƽしたい場合、買主のそのĜ
の航ǂによってƣƤ分のŕŁがǃきる可能性があるたĂ、その点を考ǄしなėれĘなりませ
ん。また、このź利は、船舶の購入Ĝから年šまでのİにさらに生じたƣƤ分を買主（また
はǅ船者）がどのようにŋ用するか、そのŋいƾにも影響をǆえる可能性があります。

Ǉに買主は、ƣƤ分をā払うことがやƵさかでなく、ā払うƣƻもある場合、ǈらかの理ǉ
によってそのƣƤ分がƕƀを失う、あるいはŋ用できなくなるĢスクを引きǊėることにな
ります。そのたĂ、ƣƤ分については利ǋがǌられるまでā払いをずらす、あるいは、ŏĽ
のƕƀが確Čして利ǋをǌられるまでā払いの一Ǎを保ǎにしておくとよいでしょう。な
お、ƣƤ分をĤーĢンģにŋ用するとů引費用がかかることがあり、ŏĽにƈǏできるĀが
ĀǐよりǑさくなるたĂ注意がŹ要です。
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